
市内における自転車と歩行者との交通事故の発生件数は、
10年前の約3倍と増加傾向にあり、毎年発生しています。
事故を起こした場合、刑事責任だけでなく、多額の賠償金
を請求されるなど民事上の責任も問われることがあります。
日頃から安全運転を心掛け、自
転車に保険を付けておくことも
事故に備えることになります。
ＴＳマークを扱う自転車安全整
備店で点検・整備を受け、ＴＳマークを貼っ
てもらうと、事故に対する保険が付帯されます。
詳しくは最寄りの自転車店にお尋ねください。
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自転車に乗ると、子どもはスピードを出し、高齢者は後
方確認をおろそかにする傾向がありますね。
毎年、小学校で交通安全教室を開催して、自転車の整備
不良箇所をクイズ形式で発見したり、設置したコースで
正しい乗り方や交通ルールを子どもたちに身に付けても
らっています。今後も地域と協力して、事故がないよう
交通安全指導を続けていきます。

東区交通安全指導員会会長
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▲交通安全教室の様子

地域で学ぶ交通ルール

自転車のルールを解説
した冊子は、区役所で
配布しています。

自転車のルールやマナーについては
問い合わせ：区政課　2211-2252

走行ルールを守らない自転車にタッチして注意するゲー
ムや、交通ルールについての○×クイズなど、楽しみな
がら正しい自転車の乗り方を学ぶことができます。

ネットで学ぶ交通ルール

さっぽろバーチャル自転車教室 検索

パソコン、ス
マホで自転車
の乗り方が学
べます!!

駐輪ルールを守ろう
自転車は必ず、駐輪場に止めましょう。
歩道に放置すると、歩行者の通行の妨げや車いすを利用
している方、目の不自由な方が安全に通行できません。
以下の区域は放置禁止区域で、即時撤去の対象です。

放置禁止区域
地下鉄駅周辺

（東豊線）
さっぽろ・新道東・
環状通東・月寒中央
（南北線）
さっぽろ・北24条・北12条・
中の島・真駒内
（東西線）
琴似・西28丁目・菊水・
白石・大谷地・新さっぽろ

札幌・新川・白石・琴似・
稲積公園・手稲・星置・
新札幌

ＪＲ駅周辺

駐輪場については
自転車対策担当課　2211-2456

STOP!!STOP!!
交通事故交通事故

気軽に乗れる自転車だから、
ルールを守って、楽しく安全
に乗りましょう。

高額な賠償金が
発生する場合も 人ごとじゃない、自転車と歩行者との交通事故

【自転車対歩行者の事故発生状況】
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